
区 民 福 祉 委 員 会 

令 和 ２ 年 ４ 月 ３ ０ 日 

墨田区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  

 （区において行う事務） 

第２条 区は、保険料の徴収並びに施行令第

２条並びに施行規則第６条及び第７条に規

定する事務のほか、次に掲げる事務を行う

ものとする。 

 ⑴～⑺ 〔略〕 

 ⑻ 広域連合条例附則第９条の傷病手当金

の支給に係る申請書の提出の受付 

 ⑼ 前各号に掲げる事務に付随する事務 

 〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

 

 

 ⑴～⑺ 〔略〕 

   〔新設〕 

 

 ⑻ 〔同左〕   

   付 則 

 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。 


